
冬期間の道路管理について・河川モニターの推薦について 

R8.1.30 区長会資料（建設課分） 

問い合わせ先 建設課監理係 ℡８３－２１１１（内 ５１１）   

メール kanri@city.komagane.lg.jp 

１ 自主除雪について 

(1) 自主除雪実施報告書について 

除雪した月 提出期限 

２・３月分 ３月１０日（火）まで 

その後の除雪分 その都度、速やかにお願いします 

 

(2) 自主除雪補助金の請求・支払いについて 

書類 作業内容 期限 担当 

請求 

⑴ 補助金額を集計します。 

   補助額： 2,000 円（1時間当たり） 

 

⑵ 集計した明細書と、金額入りの補助金

請求書様式を区長宛てに郵送します。 

3 月 23 日頃 建設課 

⑶ 明細、補助金額を確認、押印して、期

限までに請求書を提出してください。 

  4 月の支払いになります。振込先は、

区の新年度の口座を指定してくださ

い。 

3 月 31 日頃 区長 

支払い 
⑷ 各区の新年度の口座に、補助金を振り

込みます。 
4 月 20 日予定 建設課 

分配 
⑸ 各区で、補助金の分配をお願いしま

す。 
- 新区長 

  ① 年度末で、大変お忙しい中、恐縮ですが、ご対応をお願いします。 

  ② 報告の漏れが無いよう、ご配意ください。 

 

２ 除雪機械修繕・部品購入補助金について 

 

  実績報告書は、３月１６日（月）までにお願いします。 
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３ 河川モニターの推薦について（該当区のみ） 

 

  ・長野県が管理する一級河川の河川モニターの推薦をお願いします。 

  ・関係書類は別にお配りした封筒内に入っています。 

  ・新たに選任（変更）される場合は「河川モニター応募用紙」の記入・提

出をお願いします。３月２日(月)まで 

  ・再任（変更なし）の場合は、電話、メール等でご連絡をお願いします。

（応募用紙の提出は不要です。）。 

  ・4 月に入ってから、県からの委嘱状を直接個人にお送りいたします。 

 

 （該当区） 

  南割・中割・北割二・小町屋・市場割・上赤須・下平 

  中沢（永見山・中山・大曽倉・中曽倉） 

  東伊那（伊那・栗林・火山・塩田） 

 

４ 舗装の穴ぼこ等損傷について 

 

  融雪や地盤の凍結融解により舗装が傷み、道路に穴ぼこができやすくなり

ます。道路の穴ぼこなどの破損箇所を発見された場合は、建設課 監理係

（電話８３-２１１１ 内線５１１・５１２）までご連絡をお願いします。 

  ２月２０日発行の「市報こまがね（３月号）」で市民の皆様にお知らせい

たします。区などの会議の際にも、ぜひお知らせいただければ幸いです。 
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